
2021年4月1日

令和７年６月25日（水）
埼玉労働局労働基準部健康安全課

令和７年度埼玉建設工事関係者連絡会議

建設業の労働災害防止について



埼玉の労働災害における死亡者数、休業者数の推移
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休業４日以上の死傷者数（人）

死亡者数（人）

・ 休業４日以上の死傷者数は、平成23年まで減少傾向にあったものの、増加に転じ、歯止めがかからない状況。

・ 平成23年以降令和６年は過去最多となった。

・ 死亡者数は、長期的には減少傾向にあるが、令和６年に急増した。

出典：平成23年までは、労災保険給付データ（労災非適用事業を含む）、労働者死傷病報告、死亡災害報告より作成
平成24年からは、労働者死傷病報告、死亡災害報告より作成

※新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害を除いたもの
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令和７年（令和７年５月末時点集計）
死傷者数 2,068人（前年同期比 -103人）
死亡者数 7人（前年同期比 -8人）

（人）
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近年の主な業種別の死亡者数の推移（埼玉）
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（年）
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※新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害を除いたもの
出典：労働者死傷病報告



近年の主な業種別の休業４日以上の死傷者数の推移（埼玉）
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令和７年５月末現在173人
前年同期比-18人

(-9.4％）
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※新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害を除いたもの
出典：労働者死傷病報告
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死亡災害 死傷災害

建設業における事故の型別発生状況（埼玉）

墜落・転落, 4

人, 37%

激突され, 2人, 

18%

はさまれ・巻き込ま

れ, 3人, 27%

交通事故, 2人, 

18%

墜落・転落, 189人, 

29%

転倒, 84人, 13%

激突, 36人, 5%

飛来・落下, 39人, 

6%

崩壊・倒壊, 17人, 

2%

激突され, 27人, 

4%

はさまれ・巻き込ま

れ, 89人, 14%

切れ・こすれ, 59

人, 9%

交通事故, 24人, 

4%

動作の反動・無理な動

作, 63人, 10%

その他, 27人, 4%

※新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害を除いたもの
出典：労働者死傷病報告



建設業における年齢別発生状況
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※新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害を除いたもの
出典：労働者死傷病報告



令 和 ６年 死 亡 災 害 発 生 事 例 （建設業）
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※「脳・心臓疾患」、「精神障害」、「新型コロナウイルス感染症」に係るもの及び調査中のものは除く   

番号 発生月 発生時間帯 業 種 事業場規模
被災者
年齢層

災  害  発  生  の  あ  ら  ま  し 事故の型 起因物

１ １月 １０時
建設業

(土木工事）
１～９人 60歳代

道路（公道）端部に埋設された集積桝の清掃作業後、同桝のふたを閉じる準備作業を行っていたところ、
同僚の運転する車両に轢かれたもの。

交通事故 トラック

２ ２月 １４時
建設業

（土木工事）
１～９人 20歳代 立木の伐倒作業において、自ら伐倒していた立木が裂け、激突されたもの。 激突され 立木等

３ ２月 １４時
建設業

（土木工事）
10～49人 40歳代

敷地内の舗装面を均すため、整地用機械を使用していた被災者が、重機の操作をしながら、重機ととも
に後進した際に、重機とプラットホームに挟まれたもの。 

はさまれ、巻
き込まれ

整地・運搬・積込
み用機械

４ ５月 １５時
建設業

（土木工事）
１～９人 20歳代

被災者がドラグショベルの車体後部で倒れているのを発見されたもの。発見された際、ドラグショベルの
エンジンはついた状態であった。

はさまれ、巻
き込まれ

掘削用機械

５ ５月 ９時
建設業

（土木工事）
１～９人 70歳代

橋脚の工事において、クレーン機能付きドラグショベルを用いて、材料を吊り上げ、旋回させたところ、台
船上から重機ごと川へ転落したもの。

墜落・転落
移動式
クレーン

６ ６月 １４時
建設業
（その他）

１～９人 20歳代
作業のため、屋根上を歩き移動したところ、高さ約８ｍのガラス製の天窓を踏み抜き、墜落したもの。
災害発生時、被災者は保護帽及び墜落制止用器具を着用していなかった。

墜落・転落 屋根、梁

７ ６月 １４時
建設業

（土木工事）
１～９人 50歳代

河川工事に伴う伐採作業において、伐木した木が「かかり木」となった。被災者は、かかられた木の伐木
作業を行っていたところ、かかられた木が被災者のいる方向に倒れてきて下敷きになったもの。

激突され 立木等

８ 9月 10時
建設業（その

他）
１～９人

60歳代
焼却炉内において清掃作業を行っていたところ、煙道の端部から１０メートル下に墜落したもの 墜落・転落 建築物・構築物

９ ９月 １１時
建設業

（土木工事）
１～９人 60歳代 井戸のさくせん作業中にサクセン機械（井戸を掘る機械）に頭部を挟まれたもの。

はさまれ、巻
き込まれ

その他の一般動
力機械

10 １２月 １０時
建設業

（土木工事）
１～９人 60歳代

頭部を負傷した被災者が、土の地面に倒れている状態で発見されたもの。負傷前、被災者は脚立を使用
して、生垣の剪定作業を行っていた。作業時、保護帽は着用していなかった。

墜落・転落 はしご等

１1 １２月 １６時
建設業

（土木工事）
１～９人 80歳代

片側２車線の国道の中央分離帯の草刈り作業等を行っていたところ、走行してきた４トント
ラックにはねられたもの。

交通事故 トラック



令 和 ７ 年 死 亡 災 害 発 生 事 例
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（令和7年５月末日集計  ※「脳・心臓疾患」、「精神障害」、「新型コロナウイルス感染症」に係るもの及び調査中のものは除く） 

番
号

発生月 発生時間帯 業 種
事業場
規模

被災者
年齢層

災  害  発  生  の  あ  ら  ま  し 事故の型 起因物

１ ２月 ９時
建設業

(その他）
10～49
人

60歳代
倉庫内の垂直搬送機を解体する工事において、搬器が降下し、
１階昇降路内にいた労働者が下敷きとなったもの。 飛来、落下

エレベータ、
リフト

２ ４月 11時
建設業
（建築）

1～９人 50歳代
マンションの改修工事現場において、塔屋付近の屋根上にう
つぶせで倒れているところを発見されたもの。 墜落・転落 建築物



埼玉県内の定期健康診断有所見者の割合
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⚫ 労働者の高齢化に伴い定期健康診断有所見者の割合も微増傾向

（年）
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血糖：16.1
血圧：22.4
肝機能：22.4
血中脂質：34.5
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転倒災害防止対策にかかるアンケート結果

転倒災害防止には、４Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔）が重要！

発生した転倒災害の内訳
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床の汚れ（水・油・粉類）を清掃する
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段差を解消する

リスクアセスメントの実施

安全教育

手すりの設置

体操の実施

その他（具体的に）

転倒災害防止対策として行っているもの（複数回答）

103
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71
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38
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38

13

74
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17

24
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手すり又は滑り止めの設置、段差の解消、照度の確保等の設備の改善

通路、階段、作業場所等の整理・整頓・清掃の実施

滑りにくい靴の支給又は推奨

転倒しやすい場所に注意喚起の標識を掲示する等の危険箇所の見える化

転倒リスクを考慮した作業スピード、作業姿勢、作業方法等の決定・変更

身体機能、体力等に応じた業務、就業場所の決定・変更

体力測定等による転倒リスクの判定

ロコモ度テストの実施

ストレッチ体操等の体操

転びにくい・けがをしにくい身体づくりのための取組

転倒を防ぐための教育の実施

危険予知活動

取組はしていない

その他

アンケートのご協力ありがとうございました。

回答数：249



⚫ 労働安全衛生法第６条の規定に基づき、労働災害を減少させるため
に国、事業者、労働者等の関係者が重点的に取り組むべき事項を定
めた中期計画です。

⚫ 「埼玉第14次労働災害防止計画」は国が策定した「第14次労働災害
防止計画」を推進するため、埼玉労働局、管内の事業者、労働者等
が取り組むべき事項を定めた計画です。

計画の構成

社会経済情勢の流れ・働き方の多様化
産業界が抱える安全衛生をめぐる課題の変化

計画が目指す

社会

安全衛生を取り巻く現状と施策の方向性
・転倒や腰痛などの労働災害の増加
・メンタルヘルス不調の問題
・化学物質等による健康障害防止

８つの重点事項と具体的取組
自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発

労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進

高年齢労働者の労働災害防止対策の推進

多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進

業種別の労働災害防止対策の推進

個人事業者等に対する安全衛生対策の推進

労働者の健康確保対策の推進

化学物質等による健康障害防止対策の推進

労働災害防止計画とは

計画が目指す社会

将来

像

１

誰もが安全で健康に働くことができる社会

⚫ 事業者、注文者、労働者など関係者が自身の責任を認識する社会
⚫ 事業者から提供されるサービスに安全衛生対策に要する経費が含まれることへの理解

が醸成された社会
⚫ 安全衛生対策にＶＲ（ヴァーチャル・リアリティ）やＡＩ等を活用できる社会

安全衛生対策に取り組む事業者が評価される社会

⚫ 事業者の責務である安全衛生対策を「人件費」から「人的投資」と認識される社会
⚫ 安全衛生対策に取り組むことが人材確保等の観点からもプラスとなる理解が醸成され

た社会

誰もが潜在力を十分に発揮できる社会

⚫ 事業場の規模、雇用形態や年齢等によらず、どのような働き方においても、安全と健
康が確保されていることを前提として誰もが潜在力を十分に発揮できる社会

将来

像

２

将来

像

３

社会経済情勢の流れ・働き方の多様化

１次 ２次 ３次 ４次 ５次 ６次 ７次 ９次 10次 11次 12次 13次８次 14次

労働災害防止計画の変遷

1947年：労働基準法の制定
⚫ 戦後の経済復興にあわせ

業界をあげた安全運動が
活発に

1972年：労働安全衛生法の制定
⚫ 産業社会の進展に即応できる労働災害、

職業病防止への対応が課題

2023年：第14次労働災害防止計画
⚫ 60歳以上の高年齢労働者の増加、

女性の就業参加の増加に伴い転
倒による労働災害の増加

⚫ メンタルヘルス不調への対応
⚫ テレワークの拡大
⚫ 治療と仕事の両立
⚫ 化学物質の自立管理への対応

安全衛生を取り巻く現状と施策の方向性

  労働災害  健康関係 化学物質等♥
⚫ 未だ死亡災害が発生
⚫ 転倒などの行動災害の増加
⚫ 高齢者の労働災害が増加 等

1961年：
⚫ 死亡者6,712人,死傷者81万人
⚫ 技術革新により新たな機械設

備が導入され、労働災害の大
型化、新たな職業病の発生が
問題に

1958年：第１次労働災害防止計画策定

1950年：第１回の労働衛生週間ポスター
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⚫ 小規模事業場でのメンタルヘ
ルス対策が低調

⚫ 過重労働による死亡事案が後
を絶たない状況

⚫ 高齢化に伴う健康状態の悪化
⚫ 働き方の多様化に伴う産業保

健に対するニーズの変化 等

（出典）労働者死傷病報告
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死傷者数の推移

仕事に対し強いストレスのある労働者の割
合

（出典）労働安全衛生調査

⚫ 化学物質による労働災害の約
８割が規制対象外の物質で発
生

⚫ 令和10年頃、石綿使用建築物
の解体のピークを迎える

⚫ 熱中症の労働災害の増加 等

約８割

（出典）平成30年労働者死傷病報告

化学物質による労働災
害

物質名が特定
できていない
もの,162,39%

ＳＤＳ交付義務
対象外物
質,63,15%

特別規則以外
のＳＤＳ交付
義務対象物
質,114,27%

特別規則対象
物質,77,19%
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⚫ 熱中症予防対策の実施を促進するため、暑さ指数計
等の普及、対策の周知・指導

⚫ ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ結果を活用した職場環境の改善の周知
⚫ 産業保健総合支援センターを通じたメンタルヘルス

対策の支援 など６つの取組

⚫ 過重労働が疑われる事業者への指導の徹底等
⚫ 新たに時間外労働の上限規制が適用される者を雇用

する事業者への周知・指導など ４つの取組

⚫ 健康経営埼玉推進協議会構成員と連携し、健康保持
増進対策の意義等を経営層に対し意識啓発

⚫ コラボヘルス推進のための取組 など６つの取組

８つの重点事項

自発的に安全衛生対策に
取り組むための意識啓発

作業行動に起因する労働
災害防止対策

高年齢労働者の労働災害
防止対策

多様な働き方への対応等

健
康
確
保
対
策

健
康
障
害

防
止
対
策

労働局等の具体的な取組 アウトプット指標 アウトカム指標

（指標は立てず）

転倒対策の実施率

（指標は立てず）

転倒の年千人率

ハードソフト両面

50％以上

作業の自動化・省力
化

年齢層別・男女別 全体

減少へ

減少へ

エイジフレンドリーＧＬの実施率

66.9％以上

60歳代以上の年千人率

増加に歯止め

⚫ 埼玉労働局が行う安全衛生施策の積極的な周知
など１３の取組

⚫ 健康経営埼玉推進協議会を通じた事業者支援
⚫ 理学療法士等と連携し、身体機能の維持改善を支援
⚫ 事業者の自発的な取組を引き出すためのナッジ等を

活用した周知 など７つの取組

⚫ 上記「作業行動に起因する労働災害防止対策の推
進」の取組のほか、エイジフレンドリーＧＬ（ガイ
ドライン）に基づく取組の周知啓発

⚫ テレワークＧＬや副業・兼業ＧＬの周知
⚫ 副業・兼業の労働者向け健康管理ツールの周知
⚫ 視聴覚教材の普及 など４つの取組

安全衛生教育の実施率外国人労働者が
理解できる方法
で

外国人労働者の死傷年千人率

腰痛予防対策 腰痛の年千人率

（R4比）増加に歯止
め

業
種
別
労
働
災
害
防
止
対
策

陸上貨物運送事業

建設業

製造業

林業

ビルメンテナンス業
廃棄物処理業

小売業
社会福祉施設

⚫ 荷役ＧＬに基づく安全対策の実施を陸運事業者、荷
主事業者に対し周知・指導

⚫ リスクアセスメントの普及、墜落・転落措置の徹底
⚫ 建設工事関係者連絡会議を通じ、発注者・施工者の

連携した対策を推進 など４つの取組

⚫ 機械災害に関するリスクアセスメントの徹底
⚫ 食料品製造業における職長教育の徹底
⚫ ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ安全運転の徹底・周知

⚫ 関係者と連携し伐木等作業の安全ＧＬ等に基づく安
全対策の徹底

⚫ 関係者と連携し自主的な安全衛生活動を推進
⚫ 墜落・転落災害防止措置等の安全対策の徹底

⚫ 埼玉県ＳＡＦＥ協議会の活動を通じ自主的な安全衛
生活動の定着を支援、ノーリフトケアの普及

⚫ 安全衛生対策の好事例の水平展開

荷役ＧＬに基づく措置の実施率 死亡者数

-20 ％（R4比）

死傷者数

増加に歯止め
墜落・転落災害に関するリスクアセスメント 死亡者数

-20％（R4比）

機械災害に関するリスクアセスメント 死亡者数

-20％（R4比）

労働災害に関するリスクアセスメント

墜落・転落災害に関するリスクアセスメント

安全衛生活動 ノーリフトケア
４Ｓ・ＫＹ・見える化の実施率 導入事業場割合

計画期間中の累計死亡者数

-25％（H30-R4比）

計画期間中の累計死亡者数

-25％（H30-R4比）

小売業及び社会福祉施設の死傷者数

それぞれ 増加に歯止め

メンタルヘルス

過重労働

健康保持増進

化学物質

熱中症

個人事業者等に対する
安全衛生対策

⚫ 請負人や同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対
し、事業者が措置すべき健康障害防止措置の周知・
徹底 など２つの取組

（指標は立てず） （指標は立てず）

ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対策 仕事に関し強いストレスを抱える者ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ実施割合

80％以上 50％以上

（50人未満）

50％未満（R9まで）

年休取得率 勤務間ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ

70％以上

（R7）

15％以上

週労働時間60時間以上の雇用者割合

5％未満（R7まで）
週労働時間40時間
以上の雇用者のう
ち健康保持増進対策の実施率

健康課題を把握した上での取組
（指標は立てず）

健康障害全般の予防につながり、健康
診断有所見率等が改善することを期待

（R4比）

重
点
事
項
別
の
具
体
的
取
組
と
目
標

⚫ 化学物質の自律的管理を推進するための周知
⚫ 化学物質管理に係る人材育成・講習機会の充実

ﾗﾍﾞﾙ表示-SDS交付 ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ実施率

80％以上

計画期間中の死傷者数

-5％
巡視による水分・塩分補給、不調者の確認 死傷者数の増加率

※ 石綿、粉じん、騒音、電離放射線による健康障害防止対策はアウトプット指標・アウトカム指標を掲げていないため省略している

※ （前期増加率比） 減少へ

（H30-R4比）

44.7％

（R5） （R9）

34.2％以上24.2％

（R5） （R9）

56.2％（R5） （R9）

61.7％（R5） （R9）71.7％以上

47.9％（R5） （R9） 57.9％

70.6％（R5） （R9）80.6％以上

33.0％（R5） （R9）43.0％以上

ビルメン

70.0％60.0％

（R5） （R9）

56.7％以上46.7％

（R5） （R9）廃棄物

小売業

社会福祉施設

（R5） （R9）

9.0％ 19.0％

7.0％ 17.0％ 34.7％以上24.7％

（R5） （R9）

（R5） （R9）

42.8％
（R5） （R9）

35.3％

56.2％

（R4） （R7）

5.8％

（R4全国）

80.9％（R5） （R9）90.9％以上

（R7）

80％以上

（R5）
ラベル

ＳＤＳ

75.0％

56.3％

（R7）
（R5）

49.6％（R5） （R9）

（ＧＬを把握した上での取組）

（ＧＬを把握した上での取組）

59.6％以上

55.6％（R5） （R9）65.6％以上

ＲＡ

措置 （R9）

80％以上

80％以上

65.8％
未把握



令和７年度 建設業における安全衛生対策 【概要】
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１ 足場等からの墜落・転落防止対策
２ はしご・脚立からの墜落・転落防止対策
３ 墜落制止用器具の適切な使用
４ 令和６年能登半島地震等の自然災害の復
旧・復興工事における労働災害防止対策
５ 高年齢労働者等の労働災害の防止対策
６ 外国人労働者に対する労働災害防止対策
７ 一人親方等の安全衛生対策
８ 転倒災害の防止対策
９ 交通労働災害防止対策
10 車両系建設機械等による労働災害防止対策
11 安全な建設機械の普及
12 荷役作業における労働災害防止対策

13 交通誘導等の警備業務における労働災害
防止対策

14 山岳トンネル工事における安全対策
15 伐木等作業における労働災害防止対策
16 専門工事業者等の安全衛生活動支援事業
17 建設工事関係者連絡会議の運営等
18 建設職人基本法・基本計画に基づく取組等

１．安全確保対策

１ 建設業におけるメンタルヘルス対策の推進
２ 熱中症対策
３ じん肺予防対策
４ 騒音障害防止対策
５ 化学物質による健康障害防止対策
６ 石綿健康障害予防対策

２．労働衛生対策・化学物質対策

１ 労働安全衛生マネジメントシステムの普及と活用
２ 建設業における安全衛生教育の推進

３．共通的な対策等

（関連通達）
「令和７年度における建設業の安全衛生対策の推
進について（要請）」（R7.3.28付け 基安安発0328
第１号、基安労発0328第１号、基安化発0328第１号）



1. 適正な請負代金の額、工期等の設定
2. 設計、施工等の各段階における措置
3. 安全及び健康に関する意識の向上
4. 建設工事従事者の処遇の改善及び地位

の向上

建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画
（令和５年６月閣議決定）
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⚫ 建設工事の現場での災害により、年間約350人もの尊い命がなくなっていることを重く受け
止め、災害撲滅に向けて一層の実効性のある取組を推進するとともに、取組の周知やフォ
ローを行う必要がある。

⚫ 一人親方等は、建設工事の現場では、他の関係請負人の労働者と同じような作業に従事して
おり、特段の対応が必要である。

⚫ 建設工事従事者の高齢化が進行している中、建設業を魅力的な仕事の場とし、若者をはじめ
とした入職の促進等、中長期的な担い手の確保を進めていくことが急務である。

はじめに 第１ 基本的な方針

第２ 政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

第３ 総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

１．建設工事の請負契約における経費の適切かつ明確な積算等
（１）安全及び健康の確保に関する経費の適切かつ明確な積算等
・安全衛生経費については、実態を把握するとともに、それを踏まえ、適切かつ明確
な積算がなされ下請負人まで確実に支払われるような実効性のある施策を検討し、実
施する。

（２）安全及び健康に配慮した工期の設定
・休日等の日数を確保するなど適切な工期が定められる等の環境を整備する。

・施工時期を平準化する等、計画的な発注を実施する。
２．責任体制の明確化
３．建設工事の現場における措置の統一的な実施
（１）建設業者間の連携の促進
（２）一人親方等の安全及び健康の確保

・一人親方等が業務中に被災した災害を的確に把握する。
・一人親方等に対して、安全衛生に関する知識習得等を支援する。

（３）特別加入制度への加入促進等の徹底
・一人親方で特別加入していない者の実態を把握し、一人親方に対する労災保険の特別
加入制度への加入の積極的な促進を徹底する。

４．建設工事の現場の安全性の点検等
（１）建設業者等による自主的な取組の促進
（２）工法や資機材等の開発・普及の促進
・i-Constructionを推進するとともに、建設機械施工の自動化・遠隔化やロボットの活
用等インフラ分野のＤＸにおいて、安全な工法等の研究開発及び普及を推進する。

５．安全及び健康に関する意識の啓発
（１）安全衛生教育の促進
（２）安全及び健康に関する意識の啓発に係る自主的な取組の促進

１．建設工事従事者の処遇の改善及び地位の向上を図るための施策
（１）社会保険等の加入の徹底
（２）建設キャリアアップシステムの活用推進
（３）「働き方改革」の推進
・適正な工期設定、週休二日の推進等の休日の確保、適切な賃金水準の確保等、建設
業における働き方改革を進め、若者をはじめとした入職の促進等、中長期的な担い手
の確保を図る。

２．墜落・転落災害の防止対策の充実強化
（１）労働安全衛生法令の遵守徹底等
・労働安全衛生規則に基づく措置の遵守徹底を図る。
・労働安全衛生規則に併せて実施することが望ましい「より安全な措
置」等の一層の普及のため、実効性のある対策を講ずる。
（２）墜落・転落災害防止対策の充実強化

３．健康確保対策の強化
（１）熱中症、騒音障害防止対策
（２）解体・改修工事における石綿ばく露防止対策等
（３）新興・再興感染症への対応 
４．人材の多様化に対応した建設現場の安全健康確保、職場環境の改善
（１）女性の活躍促進
（２）増加する外国人労働者の労働災害への対応
（３）高年齢労働者の安全及び健康の確保
５．基本計画の推進体制
（１）関係者における連携、協力体制の強化
（２）調査・研究の充実
６．施策の推進状況の点検と計画の見直し
・策定後２～３年で調査等を行った上で、本基本計画に検討を加え、必要があると認め
るときには、速やかにこれを変更する。
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３．足場に係る法令改正の反映
 ○ 足場の組立て作業の業務に係る特別教育の追加

 ○ 墜落制止用器具に係る法令改正の反映

・ 「安全帯」→「要求性能墜落制止用器具」

・ フルハーネス型墜落制止用器具の使用に係る特別教育の追加

 ○ 足場の点検に係る法令改正等の反映

・ 点検後に記録すべき事項に点検者の氏名を追加

・ 組立て等後点検実施者として、足場の組立て等作業主任者で

能力向上教育を受講した者等を推奨

１．直近の足場の使用状況の反映

 ○ くさび緊結式足場の普及の反映
 ・ 近年、主流となっているくさび緊結式足場について、その使用に当

たっての留意事項等を追記

 ○ 手すり先行工法の最近のトレンドの反映

 ・ 近年では、 「手すり先送り方式」 に代わり「手すり据置方式」に

よる手すり先行工法が主流となっていることを反映

２．足場部材の最新の技術基準等の反映

（一社）仮設工業会による、足場部材の最新の技術基準（くさび緊

結式足場用先行手すり、安全ネット等）の反映

主 な 改 正 内 容

くさび緊結式足場の例 わく組足場の例

建てわく

手すりわく

建てわく（門型の部材）と手す
りわくを組み合わせて組み立
てる足場。

強度に優れているが、建てわ
くは門型に溶接されているた
め、部材の重量が重い上、狭
小な現場、複雑な形状に対応
することが困難。

緊結部付き支柱

くさび式緊結部付き支柱とそ
の他足場部材のくさび部で緊
結し、組み立てる足場。

強度に優れている上、１つ１つ
の部材が軽量であり、狭小な
現場、複雑な形状に対応する
ことが容易。

ガ イ ド ラ イ ン の 目 的 ・ 改 正 の 主 旨

・ 足場の組立て、解体又は変更の作業における手すり先行工法の普及促進を図ることにより、労働者の足場からの

墜落等を防止すること。

・ くさび緊結式足場の普及、最新の技術基準や、足場に係る法令改正を反映すること。

建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画に基づく厚生労働省の取組
墜落・転落災害の防止対策の充実強化
（手すり先行工法等に関するガイドラインの改正 （ 令和 ５年 1 2月 2 6日付け基発 1 2 2 6第２号 ））



３．はしご・脚立等からの墜落防止
 ・ はしご・脚立等の安全性基準、法規制の説明

 ・ はしご・脚立の正しい使用方法、安全のポイント等をイラス

ト等で分かりやすく解説

・  アルミニウム合金製可搬式作業台の正しい使用方法の解説

１．木造家屋等低層住宅建築工事の労働災害の特徴

・ 木建工事における死亡災害の説明（約８割が墜落・転落災

害で、うち屋根等が約５割）

・ 墜落災害事例の紹介と再発防止対策の解説

２．足場・屋根上・開口部等における墜落防止

・ リスクアセスメント、作業手順書、KY活動、足場の安全対

策等の紹介

・ 作業床の設置が困難な場所での安全対策としてｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙ式

安全ﾌﾞﾛｯｸ工法、親綱の設置方法等を解説

マ ニ ュ ア ル の 主 な 内 容

マ ニ ュ ア ル 策 定 の 背 景 等

・ 建設業における死亡災害では墜落・転落が最多で約４割を占め、うち２割が屋根等からの墜落・転落となっているほ

か、死傷災害でははしご・脚立等からの墜落・転落が多くを占めている。

・ 建設職人基本法に基づき、令和５年６月に閣議決定された基本計画においても、屋根、はしご、脚立等からの墜落・

転落災害防止のためのマニュアルの作成等が明記されたことも踏まえ、新たなマニュアルを策定した。

4．墜落制止用機具（安全帯）等の種類と特徴
 ・ 墜落制止用器具等の構造、特徴、使用上の注意事項等

・ 保護帽（ヘルメット）の使用上の注意事項、あごひもと

耳紐の関係 、安全靴の耐滑性、屈曲性及び安全性

５．関係法令、規格、ガイドライン

脚立の正しい使い方ｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙ式安全ﾌﾞﾛｯｸ工法開口部周りの墜落防止措置の例
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建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画に基づく厚生労働省の取組
墜落・転落災害の防止対策の充実強化
（木造家屋等低層住宅建築工事墜落防止標準マニュアル （ 令和 ６年 ３月 2 ９日付け基安安発 0 3 2 9第 3号）



山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン概要
（平成28年12月26日基発1226第1号、令和6年3月26日改正）
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○ 山岳トンネル工事における掘削の最先端（切羽）では地山が露出しており、岩石の落下等（肌落ち）による労働災害がたびたび発生。

○ 山岳トンネル工事の切羽における労働災害の防止を図るため、のぞましい取組をとりまとめ、関係者に周知する必要がある。

背 景

ガ イ ド ラ イ ン に よ る 取 組

本労働安全衛生関係法令と相まって、切羽における肌落ち防止対策を適切に実施するこ
とにより、山岳トンネルの切羽における労働災害の防止を図る

目 的
山岳トンネル工事の切羽における作業

※ TBM、矢板工法については適用可能な項目

適 用 対 象

○ 事業者は、労働安全衛生関係法令を遵守するとともに、本ガイドラインに基づき切羽における肌落ち災害防止対策を講ずることにより、切羽に
おける労働災害の防止に努めること。

○ 発注者は、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮することをはじめ、労働安全衛生関係法令を遵守すると
ともに、事業者において的確な労働災害防止措置が講じられるよう、適切な設計図書の作成、必要な安全衛生経費の確保等、的確に対応すること。

○ 労働者は、労働安全衛生関係法令に定める労働者が守るべき事項を遵守するとともに、事業者が本ガイドラインに基づいて行う措置に協力する
ことにより、山岳トンネル工事の切羽における労働災害の防止に努めること。

事 業 者 等 の 責 務

１ 切羽の立入りを原則として禁止
・ 労働者の切羽への立入りを原則として禁止し、切羽での作業は可能な限り機械化

２ 肌落ち防止計画
・ 肌落ち防止計画を策定し、関係請負人の労働者も含め周知

３ 切羽監視責任者の選任
・ 切羽の変状等を常時監視する切羽監視責任者の選任

４ 施工時の留意事項
・ 現場で出現した地山の状況に応じ適切に支保パターン、補助工法を選定
・ 掘削断面形状及び寸法に適合したドリルジャンボの選定及び施工サイクルに従い
一間ずつロックボルトを施工

５ 具体的な肌落ち災害防止対策
・ 地山等級、湧水の状態、施工性等を勘案した肌落ち災害防止対策の選定
・ 切羽の自立が悪い場合における鏡吹付けの原則実施

事 業 者 が 講 ず べ き 措置

１ 設計段階
・ 地山の地形・地質調査の結果に基づき適切な支保パ
ターンを選定すること

・ 切羽の自立が悪い場合※2には原則として鏡吹付けを
実施することを設計図書に記載すること

２ 施工段階
・ 現場で出現した地山の状況に応じ、施工者が設計変
更できるよう、施工者の求めに応じ協議等すること

・ 切羽の自立が悪い場合には原則として鏡吹付けの実
施を指示すること。

発 注 者 等 が 講 ず べ き措 置

※2 支保パターンIN-1P若しくはDI-a以下又はその他の支保パターン
であって鏡面から岩塊が抜け落ちる等のおそれがある場合



18



石綿障害予防規則等の改正のポイント
（令和２年７月公布※令和５年１月公布反映版）

19※１ 解体部分の床面積が80m2以上の建築物の解体工事、請負金額が100万円以上の建築物の改修工事及び特定の工作物の解体・改修工事
※２ 石綿含有けい酸カルシウム板１種（天井、耐火間仕切壁等に使用）：レベル１・２ほどの飛散性はないが他のレベル３より飛散性が高い

改正前 改正後 ※下線部分が改正内容

レベル１

石綿含有吹付け材

レベル１

石綿含有吹付け材

レベル２

石綿含有保温材、

耐火被覆材、断熱材 レベル２

石綿含有保温材、

耐火被覆材、断熱材

レベル３
スレート、Pタイル、
けい酸カルシウム板1種等
その他石綿含有建材

けい酸カルシウム板

1種※２（破砕時）

（令和２年10月施行）

仕上げ塗材（電動工

具での除去時）

（令和３年４月施行）

レベル３

スレート、Pタイル等

その他石綿含有建材

・情報提供・事前調
査結果を踏まえた費
用等の配慮（発注
者）
（令和３年４月施行）

・事前調査
※調査方法を明確化
（令和３年４月施行）

・資格者による調査
（令和５年10月施行※工作物の

事前調査は令和８年１月施行）

・調査結果の３年保存

、現場への備え付け
（令和３年４月施行）

・作業計画

・作業状況等の写真
等による記録・３年
保存
（令和３年４月施行）

・掲示

・湿潤な状態にする

・マスク等着用

・作業主任者の選任

・作業者に対する特
別教育

・健康診断

負圧隔離

集じん・排気
装置の初回時、
変更時点検
（令和３年４月施行）

作業開始前、
中断時の負圧
点検
（令和３年４月施行）

隔離解除前の
取り残し確認
（令和３年４月施行）

等

計
画
届
（
レ
ベ
ル
２
も
計
画
届
） ※

十
四
日
前

（
令
和
３
年
４
月
施
行
）

隔離
※負圧は不要

けい酸カルシウム板1種※２

(破砕時)(令和２年10月施行)

仕上げ塗材(電動工具での

除去時)(令和３年４月施行)

事
前
調
査
結
果
等
の
報
告
（
一
定
規
模
以
上
の
工
事※

１

が
対
象
）
（
令
和
４
年
４
月
施
行
）

情報提供・費
用等の配慮
（発注者）

事前調査

作業計画

掲示

湿潤な状態に
する

マスク等着用

作業主任者の
選任

作業者に対す
る特別教育

健康診断

負圧隔離

集じん・排気
装置の初回時
点検

作業開始前の
負圧点検

等

計
画
届※

十
四
日
前

作
業
届※

工
事
開
始
前



■一定規模以上の建築物、船舶、特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査結果等を

電子システム（スマホも可）で報告することを義務付け（書面による報告も可）

建築物の解体工事等の開始前の労働基準監督署への報告
（令和４年４月１日施行）

① 解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事

※建築物の解体工事とは、建築物の壁、柱および床を同時に撤去する工事をいう

② 請負金額が100万円以上の建築物の改修工事

※建築物の改修工事とは、建築物に現存する材料に何らかの変更を加える工事であって、建築物の解体工事以外のものをいう

 ※請負金額は、材料費も含めた工事全体の請負金額をいう

③ 請負金額が100万円以上の以下の工作物の解体工事・改修工事

・反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器

・配管設備（建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房・排煙設備等を除く）

・焼却設備

・煙突（建築物に設ける排煙設備等を除く）

・貯蔵設備（穀物を貯蔵するための設備を除く）

・発電設備（太陽光発電設備・風力発電設備を除く）

・変電設備、配電設備、送電設備（ケーブルを含む）

・トンネルの天井板

・プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板

・遮音壁、軽量盛土保護パネル

④ 総トン数が20トン以上の船舶（鋼製に限る。以下同じ。）の解体工事・改修工事

◆報告が必要な工事



■建築物及び船舶の事前調査や分析調査は、要件を満たす者に行わせることを義務付け

建築物・船舶の工事開始前の石綿の有無の調査 （令和５年10月１日施行）

21

・特定建築物石綿含有建材調査者 ※

・一般建築物石綿含有建材調査者 ※

・一戸建て等石綿含有建材調査者 ※ （一戸建て住宅・共同住宅の住戸の内部に限定）

・令和５年９月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者

※各々定められた講習を受け、修了考査に合格した者

◆建築物の事前調査を実施することができる者

小型船造船業法に基づく主任技術者や建築物石綿含有建材調査者等であって、石綿や船舶等に係る一定の教育を受け、修了考査に合

格した者

◆船舶の事前調査を実施することができる者

・厚生労働大臣が定める分析調査者講習を受講し、修了考査に合格した者

・公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術の評価事業」により認定されるAランク若しくはBランクの認定分析

技術者又は定性分析に係る合格者

・一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研修（建材定性分析エキスパートコース）修了者」

・一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「建材中のアスベスト定性分析技能試験（技術者対象）合格者」

・一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター」

・一般社団法人日本繊維状物質研究協会が実施する「石綿の分析精度確保に係るクロスチェック事業」により認定される「建築物及

び工作物等の建材中の石綿含有の有無及び程度を判定する分析技術」の合格者

◆分析調査を実施することができる者



工作物の工事開始前の石綿の有無の調査（令和８年１月１日施行）
（令和５年３月27日告示）
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■工作物の事前調査は、以下のものについて要件を満たす者に行わせることを義務付け

・特定工作物告示（令和２年厚生労働省告示第278号）に掲げる工作物
（石綿使用のおそれが高いものとして厚生労働大臣が定めるものであり、事前調査結果の報告対象となる工作物）

・その他の工作物のうち、石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定める工作物※１以外の工作物の解体等の作業
に係る事前調査については、塗料その他の石綿等が使用されているおそれのある材料※２の除去等の作業に係るもの

※１ 特定工作物
※２ 塗料、モルタル、コンクリート補修剤（シーリング材、パテ、接着剤等）

◆工作物の事前調査の対象となる工作物や作業の範囲

区分 対象工作物 事前調査の資格（下記のいずれか）

特定工作物

【炉・電気・配管及び貯蔵施設】※建築物とは構造や石綿含有材料が異な
り、調査にあたり当該工作物に係る知識を必要とする工作物
○炉設備（反応槽、加熱炉、ボイラー・圧力容器、焼却設備）
○電気設備（発電設備、配電設備、変電設備、送電設備）
○配管及び貯蔵設備（炉設備等と連結して使用される高圧配管、下水管、農業用パイプライン及び貯蔵設備）※上水
道管は除く

【注】 建築設備（建築物に設けるガス若しくは電気の供給、給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙又は汚水処理の設備等）に該当するものは工作物
ではなく、建築物の一部。

・工作物石綿事前調査者

【建築物一体設備等】※煙突、プラットホームの上家など
煙突、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛り土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の
壁及び天井板（建築物（建屋）に付属している土木構造物）、観光用エレベーターの昇降路の囲い（建築物に該当
するものを除く。）
【注】建築設備系配管（建築物に設けるガス若しくは電気の供給、給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙又は汚水処理の設備等の建築設備の配
管）は建築物の一部

・工作物石綿事前調査者
・一般建築物石綿含有建材調査者又は特定

建築物石綿含有建材調査者又は令和５年
９月までに日本アスベスト調査診断協会
に登録された者

その他の
工作物

【上記以外の工作物】
建築物以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたもののうち、上欄
以外のもの。
（エレベーター、エスカレーター、コンクリート擁壁、電柱、公園遊具、鳥居、仮設構造物（作業用足場等）、遊
戯施設（遊園地の観覧車等）等）
【注】資格を設けない場合でも、適切に調査を実施できるよう、様式やチェックリストを作成予定

塗料その他の石綿等が使用されているおそ
れのある材料の除去等の作業※
※塗料の剥離、補修されたコンクリートやモルタルを使用
した基礎の解体等を行う場合

・工作物石綿事前調査者
・一般建築物石綿含有建材調査者又は特定建
築物石綿含有建材調査者又は令和５年９月ま
でに日本アスベスト調査診断協会に登録され
た者

◆工作物の事前調査を実施することができる者
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発注者向けリーフレット
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ずい道等建設労働者健康情報管理システム

第１０次粉じん障害防止総合対策

粉じん作業を伴うずい道等建設工事を施行

する事業者は、ずい道等建設労働者が工事毎

に就業先を変えることが多い状況に鑑み、事

業者 が行う健康管理や就業場所の変更等、就

業上適切な措置を講じやすくするために、平

成 31 年３月に運用を開始した健康情報等の

一元管理システムについて、労働者本人の同

意を得た上で、労働者の健康情報等を登録す

るよう努めること。 

第１４次労働災害防止計画

トンネル工事を施工する事業者は、所属す

る事業場が転々と変わるトンネル工事に従事

する労働者の健康管理を行いやすくするため、

「ずい道等建設労働者健康管理システム」に、

労働者のじん肺関係の健康情報、有害業務従

事歴等を登録する。



ドア塗装等有機溶剤取扱い作業 リスク管理マニュアル

作業 スプレー、刷毛又はローラーによる屋内ドア塗装 取扱い会社名 元請会社名

製品名 メーカー 作業内容 作業期間

化学物質管理者 選任日 保護具着用管理責任者 選任日

化学物質名 裏表紙のチェック欄にチエックする。

保護具の留意点

【吸収缶】 ・吸収缶は、開封後数日使用する場合も最大で5日間までである。
(メタノールを含む製品を使用した場合は、再利用してはならない。）
・使用後は取扱説明書に従い、密閉容器に入れ、冷暗所で保管する。

【防護手袋】・使用する手袋は、化学防護手袋とする。選定した化学防護手袋の
耐透過性クラスを確認する。

発がん物質（特別管
理物質又はがん原性
物質）の有無

危険性

○燃えやすい液体。蒸気が滞留すると爆発のおそれがある。
○塗料かす、清掃等に使用したウエスなどは、空気中で酸化し、発熱、蓄熱すると
自然発火するおそれがある。

【
リ
ス
ク
低
減
対
策
】

(1)換気 (2)マスク (3)防護手袋を使用しての作業

有害性

○アレルギー性皮膚反応を起こすおそれがある。
○蒸気を吸入すると、アレルギー喘息または呼吸器困難をおこすおそれがある。
○発がん性のおそれがある。
○長期にわたる吸入や皮膚からのばく露により、①呼吸器、臓器、中枢神経系への障害、
②生殖能力や胎児への悪影響のおそれがある。

緊急時の対応

○吸入によりめまいや頭痛等の異常がある場合、速やかに現場から運び出し、
医師の診断を受ける。

○皮膚に付着した場合はすぐに拭き取り、石鹸水及び水で洗い流し。炎症等が出た
場合、速やかに医師の診断を受ける。

○眼に入った場合直ちに清浄な流水で数分間洗眼した後、医師の処置を受ける。

その他
注意事
項

1  酸素欠乏危険場所（密閉空間、地下室等）での作業においては、自給式呼吸器を使用すること。
 2 ウレタン・エポキシ樹脂を含む製品には、 皮膚感作性、呼吸器感作性があるイソシアネート類が
含まれている場合もあるので、保護具の着用に留意する。 

作業内容
作業内容・製品に応じた

呼吸用保護具
作業内容 防護手袋 保護眼鏡 保護衣 保護靴 記録欄

Ⓐ
刷毛の洗浄
材料の撹拌
（飛沫）

防毒マスク（有機ガス用）を使用する。
※臭いがしたら、安全な場所(換気の良い場所）
へ行き、吸収缶を即交換する。(メタノールを含
む製品を使用した場合は、吸収缶を再利用しては
ならない。）

Ⓐ

・ニトリルゴム製の手袋を使用する（溶
剤が付着した場合は、すぐに取り替え
る。）。

・ただし、洗浄液の中に手を入れる場合
は、多層フィルムを下にニトリルゴム製
を上に重ねて使用する。 側板（サイドシー

ルド）付き保護眼
鏡を使用する。

皮膚が露出しな
い服を使用する。
（夏季において
は、熱中症対策
が必要）

安全靴を使用す
る。

異常の記録
（保護具忘
れ、こぼし
た、眼に
入ったな
ど）
応急処置の
記録等

Ⓑ スプレー塗装

全面形面体防じん機能付防毒マスクを推奨する。
※臭いがしたら、安全な場所(換気の良い場所）
へ行き、吸収缶を即交換する。(メタノールを含
む製品を使用した場合は、吸収缶を再利用しては
ならない。）

Ⓑ

・ニトリルゴム製の手袋を使用する（溶
剤が付着した場合は、すぐに取り替え
る。）。Ⓒ

刷毛、ローラで
の塗装
（接触）

狭隘な場所、地下室での作業、㊕が含まれる溶剤
を使用する場合には、防毒マスク（有機ガス用）
を使用する。
※臭いがしたら、安全な場所（換気の良い場所）
へ行き、吸収缶を即交換する。(メタノールを含
む製品を使用した場合は、吸収缶を再利用しては
ならない。）

Ⓒ 上向き作業の場合
は側板（サイド
シールド）付き保
護眼鏡を使用する。

Ⓓ

だめ直し等少量
の溶剤を使用す

る塗装
（接触）

Ⓓ

各作業員
全員確認
サイン

保護具着用
管理責任者
(前日まで
に記入)

ⒶⒷⒸⒹを記載 選択したマスクを記載 選択したものを記載 選択したものを記載

従事する
作業内容
(当日記入)

ⒶⒷⒸⒹを記載 実際に使用したものを記載 実際に使用したものを記載 実際に使用したものを記載
元請確認

*㊒有機溶剤中毒予防規則の適用物質 2024年3月版

㊕特定化学物質障害予防規則適用物質
㋪皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第５９４条の２（令和6年4月1日施行）及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質リストに記
載されている物質

新たな化学物質規制の円滑な施行のための取組み
業種別マニュアルの作成
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対象作業で主に使用する製品に
含まれる化学物質の危険性・有害性

対象作業のリスク低減対策

対象作業を実際に行う際に使用する
製品や、含まれる化学物質名等を
化学物質管理者が記載

対象作業を構成する
個別の作業ごとで使用する保護具

実際に使用する保護具等を
保護具着用管理責任者等が記載、
実際の作業の記録を職長等が記載

⇒ 作業記録としても活用可能

⚫ 建設業における化学物質を使用する作業などに係る化学物質リスク管理マニュアルを作成。

＜例：建設業リスク管理マニュアル＞



高度安全機械等導入支援補助金

近年、機械による事故の防止をサポートする様々な技術開発が行われているところであるが、産業現場の車両系建設機械において
もこれらの技術を活用し労働災害の防止を推進することが重要である。しかし、資力の乏しい中小事業者等においては、これらの導
入は困難であるため、令和７年度も継続して、中小事業者等を対象として、高度な安全性能を有する車両系建設機械の導入等のため
の経費の一部を補助する標記事業を実施
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補助対象：高度な安全機能を有する車両系建設機械の導入等のために要する費用
（補助対象経費の1/2又は基準額のいずれか低い方を補助）

建設業労働災害防止協会
高度安全機械等導入事業者

（中小事業者等）
補助金

指定された対象機械を導入する
中小事業者等に対し、審査の上、交付決定

厚生労働省が指定した安全機能を有する
機械導入のための当補助金事業の公募を実施

高 度 安 全 機 械 等 導 入 支 援 補 助 金

補 助 対 象 機 械 及 び 基 準 額 （ 安 全 装 置 １ 機 当 た り ）

・積載形トラッククレーン：基準額 100万円

・油圧ショベル，ホイールローダー，締固め用機械（令和７年度追加）

：基準額 ①安全装置が自動減速・停止機能を伴うもの 100万円，②安全装置が監視・警告機能を伴うもの（複数カメラ） 50万円

同一申請者からの申請上限：年度内500万円



【お知らせ】令和７年１月１日から労働者死傷病報告の報告事項が改正され、
電子申請が義務化※されました

電子申請に当たっては、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」
をご活用いただくとスムーズです。 ※当面の間、電子申請が困難な場合は書面による報告が可能です。
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ご安全に！

ご清聴ありがとうございました。
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